
がん診療連携拠点病院（国、県）

指定要件の見直し

兵庫県保健医療部感染症等対策室疾病対策課

１ 都道府県協議会の機能強化

「がん診療連携拠点病院等の整備について」（R4.8：国指針）

都道府県がん診療連携協議会が十分に機能するよう、がん診療連携拠点病
院の都道府県協議会への積極的な参画を求める項目を追加

２ 診療従事者に関する人員要件の見直し
(1) 医師数が少ない医療圏における緩和要件の廃止
医師数が概ね300人を下回る医療圏における放射線医や病理医の配置要件の
緩和が廃止

(2) 放射線治療に携わる者の配置要件の厳格化
がん医療の質の維持を担保する観点から、診療放射線技師等の放射線治療
に携わる者の配置要件が厳格化

（例）放射線治療医：原則常勤１人以上 ⇒ 常勤１人以上

（例）診療放射線技師：常勤１人以上。２人以上が望ましい ⇒ 常勤２名以上が「望ましい（＊）」

「望ましい（＊）」要件：次期指定要件改定時に必須要件とすることを念頭に置いたもの

主な改正内容

１



「がん診療連携拠点病院等の整備について」（R4.8：国指針）

各都道府県内の拠点病院等の役割分担を整理し、情報公開等を行うことで
発展的に解消

３ がん診療連携拠点病院（高度型）の廃止

４ その他
(1) ＢＣＰ（事業継続計画）の策定

(3) 取り組みが進んでいる項目や、一般に浸透してきている項目の削除
＜主なもの＞
・専門的ながん医療を提供するために設置する治療機器や治療室等の内容
・敷地内禁煙等のたばこ対策
・がん相談支援センターの業務内容

(2) 医療安全の取組として「第三者評価」の受審の義務化
※２年間の経過措置あり

※「望ましい（＊）」規定として追加

主な改正内容

２

「兵庫県指定がん診療連携拠点病院設置要綱」（R4.９：県要綱）

国のがん診療連携拠点病院等の整備指針に準拠

１ 国整備指針に変更がないため、引き続き維持する項目
▶ 診療従事者（薬物療法、精神症状の緩和に携わる医師）の「常勤」要件

▶ 診療実績（院内がん登録数、悪性腫瘍の手術件数、薬物療法・放射線治療のべ患者数等）

基本的方針

主な内容

３

２ 国整備指針は変更されたが、変更しない項目
▶ 放射線医・病理医の配置要件（医師数が300人を下回る医療圏に適用）

□ 専任の放射線診断に携わる常勤医師１人以上の配置
■ 専従の放射線治療に携わる常勤医師１人以上の配置

○ 専従の病理診断に携わる常勤医師１人以上の配置

□ 専任の放射線診断に携わる医師１人以上の配置
■ 専従の放射線治療に携わる医師１人以上の配置

（以上、原則常勤）
○ 専従の病理診断に携わる医師１人以上の配置

【国整備指針】 【県設置要綱】



４ 国整備指針に規定はなく、県独自に新設する項目

「兵庫県指定がん診療連携拠点病院設置要綱」（R4.９：県要綱）

３ 国整備指針の変更に合わせて、変更する項目
▶ 放射線治療に携わる者（技術者等、看護師）の配置要件

▶ 現国拠点病院が、その指定期間満了後に県指定を受ける場合において、指定要件を満たさない項
目があるとしても、２年間は要件を満たしているものとみなす

▶ 以下の場合、２年間の経過措置を設定
・ 上記３（診療従事者にかかる項目）の場合
・ 診療実績の要件を満たしていない場合

５ その他
新型コロナウイルス感染拡大の影響等により、上記４の場合、専門委員会の意見を踏まえ、その状況が

拠点病院の責めに帰すべき事由によらないときは、指定期間を必要な期間延長できる規定を設定

主な内容

４

□専任の放射線治療の機器の精度管理に携わる常勤
の技術者等を１人以上の配置

■ 放射線治療室に専任の常勤看護師を１人以上配置

□専従の放射線治療の機器の精度管理に携わる常勤
の技術者等を１人以上の配置

■ 放射線治療部門に専従の常勤看護師を１人以上配置

＊ 専任：就業時間の少なくても５割以上、 当該診療に従事
専従：就業時間の少なくても８割以上、 当該診療に従事

▶ 日本医療機能評価機構の審査等の第三者による評価の受審の義務化（２年間の経過措置あり）

「兵庫県指定がん診療連携拠点病院設置要綱」（R4.９：県要綱）

５

＜参考＞指定の更新手続等について 

R4 年度 R5 年度 R6 年度 R7 年度 R8 年度 R9 年度 R10 年度 
 

10 月末現況報告 ☆ 

 

      更新申請 

 

     要件緩和 

 

 

 

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

 

☆ 

 

 

 
 
 
10 月末現況報告 ☆ 

 

     更新申請 

       

     要件緩和 

 

 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 
 

☆ 

 

 

 
 

☆ 

 

 

 
 

☆ 

 

 

 
 

☆ 

 

 

 
 

☆ 

新要綱の施行日以降 
 

新規申請 

 

10 月末現況報告 ☆ 

 
随時申請 

 

 
 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 

 

 

 

 

☆ 
 

R5 年度以降に指定期間
が終了する既指定病院 

 

 

暫定指定期間(2 年) 

（指定要件を満たさない場合、取り消し） 

 

4 年間指定  ※指定要件を全て満たす 

 

2 年間指定 
※指定要件を全て満たす 

指定時に定められた期間  ※指定要件を全て満たす 
 

 

経過措置対象要件のみ
満たさない施設 

 

4 年間指定  ※指定要件を全て満たす 
 

経過措置対象要件のみ
満たさない施設 

暫定指定期間(2 年) 

年) 

2 年間指定 
※指定要件を全て満たす 

 

R5.4 月以降の指定期間
はR5.3月までに短縮 

（指定要件を満たさない場合、取り消し） 

 



がん診療連携拠点病院等の指定に関する検討会（国）審議結果（R5.1.19)

圏域 医療機関名 新規指定類型 指定期間

東播磨 県立がんセンター 都道府県がん診療連携拠点病院 ４年

神戸 神戸大学医学部附属病院
神戸市立医療センター中央市民病院
神戸市立西神戸医療センター
神鋼記念病院

地域がん診療連携拠点病院 ４年

阪神南 関西労災病院
兵庫医科大学病院
県立尼崎総合医療センター

阪神北 公立学校共済組合近畿中央病院
市立伊丹病院

東播磨 加古川中央市民病院

北播磨 北播磨総合医療センター

中播磨 姫路赤十字病院
独立行政法人国立病院機構姫路医療センター

但馬 公立豊岡病院

淡路 県立淡路医療センター

丹波 県立丹波医療センター 地域がん診療連携拠点病院（特例型） １年

西播磨 赤穂市民病院 地域がん診療病院 ４年

指定要件の充足状況が不
十分なための経過措置

令和５年３月までは
市立西脇病院

【グループ指定先】
加古川中央市民病院

６

○国指定拠点病院

指定に向けたスケジュール

令和４年８月１日 新整備指針の施行

令和４年９月20日指定申請及び現況報告の提出依頼（県⇒国拠点病院）

令和５年１月19日

指定申請及び現況報告の
提出（県⇒厚労省）

令和４年10月31日

※10月14日期限

がん診療連携拠点病院等の指
定に関する検討会(国）の開催

令和５年３月下旬 指定書の発出（厚労省⇒県）

令和５年４月１日 新整備指針に基づく指定
※４年間（R５～R8年度）
（特例型は１年間）

○県指定拠点病院

令和４年10月６日

新設置要綱の施行令和４年９月30日

指定申請及び現況報告の
提出依頼（県⇒県拠点病院）
※10月31日期限

令和５年３月下旬 指定書の発出（県⇒県拠点病院）

令和５年４月１日 新設置要綱に基づく指定
※４年間（R５～R8年度）
（経過措置は２年間）

※県が受領後、各国拠点病院に送付

７








